
資料４ 

手話普及のための取組について 

 

１ 市民への手話普及の推進 

  （１）手話出前講座について 

   ⇒受講者獲得に向けての働きかけを実施（７月～） 

   ・市内小中学校へチラシ送付予定。また，継続して受講している小学校に対して

は，学年に応じた内容で同一の生徒が翌年ステップアップした内容で手話を学べ

ないか提案予定 

   ・放課後児童クラブへチラシ送付予定 

   ・市内の障害福祉サービス事業者等が集まる場にて周知予定 

   ・民生委員児童委員連絡協議会（各地区代表者）へ説明・周知依頼予定 

・医療機関へチラシ送付予定 

  （２）こども手話講座について 

   ⇒参加者増加に向けて周知方法を検討 

・冬休み期間中に全５回実施予定 

 ※ 新型コロナウイルス感染症により，夏休みでの実施は見送り冬休みに５回

実施することとした。 

中央図書館を含めた各地域の図書館で開催予定                                      

・手話出前講座（小学校・放課後児童クラブ実施分）における周知予定 

・手話講座にて受講者に周知予定 

・広報誌，ＳＮＳを利用した周知 

  （３）手話 PR動画による情報発信について 

   ⇒年４回程度発信予定 

・手話 PR動画（第１回）については，７月に発信予定。ろう者のくらしを題材に

する予定。 

（４）その他：子ども向け手話リーフレット「手話ってなあに」の配付 

   ⇒市内の小学校４年生（約２，５００名）に対し，リーフレットを配付（６月） 

 

２ ろう者への理解促進の取組の推進 

災害時における聞こえない・聞こえにくい方への支援に係る意見交換会（案）の開

催検討 

※ 詳細は別紙のとおり 

 

 

 

 


